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一
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に
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制
は
ア
ジ
ャ
北
方
民
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０
吐
會
乃
至
政
治
史
上
重
脱
す
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心
０
で
あ
る
が
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０
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’

に
漢
末
の
鳥
丸
０
部
族
は
「
数
百
千
落
、
自
侭
一
部
」
と
あ
り
、
そ
０
大
･
ｔ
ｏ
･
さ
た
種
々
あ
っ
た
ら
し
く
、
斯
る
航
態
は
北
魏
鮮
卑
拓
哉

‐
國
家
の
部
族
に
於
い
て
も
略
々
同
様
と
考
へ
ら
れ
る
。
北
魏
０
大
人
は
も
と
斯
る
部
族
の
君
長
で
あ
っ
た
が
、
今
こ
れ
に
就
い
て
卑

　
　
　

Ｌ

　

ノ

　
　
　
　
　
　
　

ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〆

　
　

゛

　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

見
を
斂
べ
る
前
に
で
北
魏
前
史
即
ち
所
謂
代
國
時
代
の
諸
部
族
ｏ
種
類
、
並
び
に
そ
の
数
な
ど
に
闘
し
。
て
若
干
言
及
し
て
お
き
度

い
。

　

「
魏
沓
」
０
序
紀
に
は
、
成
帝
毛
の
頃
の
部
族
と
し
て
統
國
三
十
六
・
大
姓
九
十
九
あ
っ
た
と
い
び
、
官
氏
志
に
は
安
帝
越
の
時
に

諸
部
九
十
九
姓
あ
り
と
見
え
る
。
な
降
「
周
１
　
」
０
文
帝
紀
に
も
「
魏
氏
之
初
、
統
國
三
十
六
、
。
大
姓
九
十
九
、
後
多
絶
滅
」
と
い

ひ
、
前
考
と
一
致
す
る
記
載
を
し
て
あ
る
。
こ
れ
等
に
開
し
て
「
隋
書
」
０
経
籍
志
に
、

　
　

「
後
魏
壇
洛
、
有
八
氏
十
姓
、
咸
出
帝
族
。
’
又
有
三
十
六
族
、
則
諸
國
之
従
魏
者
、
九
十
二
姓
、
世
焉
部
落
大
人
者
」

と
あ
る
に
ょ
れ
ば
ご
ニ
ナ
六
族
は
恐
ら
く
代
國
時
代
に
拓
皺
國
家
に
臣
従
せ
る
原
始
的
部
族
國
家
の
後
裔
で
。
九
十
二
姓
は
前
出
の

９
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九
十
九
姓
に
相
常
す
る
も
の
ら
し
く
、
拓
践
国
家
。
０
支
配
下
に
あ
っ
て
世
々
部
落
の
大
人
た
り
し
も
の
ｉ
子
孫
と
考
へ
ら
れ
る
。
尤

も
こ
れ
等
部
族
の
散
も
時
に
よ
り
多
少
の
雙
化
か
あ
っ
た
ら
し
く
、
「
北
史
」
六
一
の
狽
孤
信
の
傅
に
は
「
魏
初
有
四
十
六
部
」
と
い

ふ
記
事
が
０
せ
て
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

｀

　

次
に
「
魏
書
」
の
官
氏
志
に
は
、
前
述
の
如
く
諸
部
九
十
九
姓
の
あ
っ
た
こ
と
を
叙
べ
た
後
に

　
　

「
自
後
漉
併
他
國
、
各
有
本
部
、
部
中
別
族
、
焉
内
姓
焉
、
年
世
梢
久
、
互
以
改
易
、
興
衰
存
滅
、
間
有
之
矣
」

と
い
ひ
、
更
に
常
時
知
り
得
た
部
族
０
名
栃
を
皐
げ
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
帝
室
と
十
姓
を
た
す
も
の
と
し
て
拓
哉
部
を
加
へ

て
十
部
が
あ
り
、
次
い
で
榊
元
皇
帝
力
微
０
時
に
「
診
部
諸
姓
内
入
者
」
と
し
て
計
七
十
五
部
の
名
を
阜
げ
。
別
に
ま
た
東
方
諸
部

と
し
て
二
部
、
南
方
諸
部
と
し
て
七
部
、
西
方
諸
部
と
し
て
十
六
部
、
北
方
諸
部
と
し
て
十
部
０
名
栃
を
列
畢
し
て
ゐ
る
。
而
て
こ

の
四
方
諸
部
合
計
三
十
五
部
に
就
い
て

　
　

「
凡
此
四
方
諸
部
、
歳
時
朝
貢
、
登
國
初
、
太
組
散
諸
部
落
、
始
同
焉
編
戸
」

と
あ
る
に
よ
れ
ば
、
瀧
等
は
後
に
も
述
″
、
る
如
く
、
少
く
と
も
太
祖
が
登
國
初
年
に
部
族
の
解
散
を
命
じ
た
頃
ま
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

褐
立
的
存
在
を
な
し
、
北
魏
に
歳
時
朝
貢
し
た
の
で
あ
る
。
斯
る
猫
か
ら
推
察
す
る
と
。
こ
の
四
方
諸
部
が
前
掲
の
統
國
三
十
六
で

あ
り
、
ま
た
魏
に
従
ふ
諸
國
三
十
六
族
に
相
常
す
る
も
０
と
考
へ
ら
れ
る
。
然
ら
ば
帝
室
と
十
姓
を
た
す
と
ｄ
＞
ふ
も
の
と
、
力
微
Ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

／

時
に
内
入
せ
り
と
い
ふ
七
十
五
部
と
を
合
計
せ
る
八
十
六
部
は
、
大
姓
九
十
九
乃
至
九
十
二
姓
な
ど
と
い
は
れ
る
も
ｏ
ｘ
中
か
ら
、

若
干
脱
漏
し
た
も
ｏ
に
常
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
こ
の
獅
陳
毅
の
「
魏
書
官
氏
志
疏
鐙
」
に
も
諭
謐
し
て
ゐ
る
如
ｙ
、
叙
上

の
八
十
六
部
の
外
に
、
な
ほ
相
営
多
く
の
部
族
名
を
散
へ
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
今
は
そ
れ
等
に
開
し
て
特
に
鯛
れ
な
い
こ
と
ｘ

す
る
。
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Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｒ

　
　
　

を

　

″

　

‘
内
田
吟
風
氏
は
ヽ
北
魏
の
大
人
を
分
類
し
７
第
そ
部
落
酋
長
と
し
て
の
大
人
か
あ
り
、
こ
れ
ぽ
部
族
名
を
附
し
７
宇
文
部
大
人

な
ど
と
呼
ぱ
れ
て
ゐ
た
こ
と
ヽ
第
一
－
一
に
拓
哉
部
の
重
臣
と
し
て
０
大
人
が
あ
り
、
こ
．
れ
は
東
部
大
人
．
甫
部
大
人
な
ぶ
０
名
稲
を
も

／
ｒ

　

φ

　
　
　

希

　
　

、

　
　
　

｀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

″
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　

乖
‘

つ
て
ゐ
た
こ
と
ヽ
第
三
に
太
１
　
の
登
國
初
年
に
部
族
を
解
散
し
て
か
ら
國
務
大
臣
と
し
て
お
い
た
大
人
が
あ
り
、
こ
れ
は
天
孫
大
冬

　

’
‐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＼

な
ど
０
名
排
を
１
　
び
て
ゐ
た
こ
と
等
を
斂
べ
ら
れ
た
。
こ
の
匹
分
は
頗
る
要
領
を
得
た
も
０
と
し
て
承
認
せ
ら
れ
る
が
、
な
ほ
こ
れ

　
　
　

等
０
一
々
に
就
い
て
は
、
ｙ
詳
細
に
樟
討
す
べ
き
も
０
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

　
　
　
　

前
に
斂
べ
た
後
漢
末
の
烏
丸
０
部
族
大
人
は
「
魏
志
」
・
の
烏
丸
傅
に
よ
れ
ば
、
個
人
的
能
力
特
に
司
法
裁
判
や
武
器
製
作
な
ど
に
’

　
　
　

卓
れ
た
才
能
を
も
っ
も
０
が
推
募
せ
ら
れ
た
と
い

Ｊ
四、

そ
の
地
位
は
「
不
世
櫨
」
で
、
「
大
人
以
下
、
各
自
畜
牧
治
産
、
不
相
姦
役
」

　
　
　

と
あ
る
如
く
、
大
人
は
各
自
氏
族
的
部
落
０
上
に
経
済
的
基
礎
を
有
ち
、
部
族
民
一
般
｀
に
對
し
て
は
課
税
す
る
が
如
き
こ
と
は
た
か

　
　
　

っ
た
ら
し
い
。

　
　
　
　

斯
る
状
態
は
恐
ら
く
同
時
だ
の
鮮
卑
部
族
の
大
人
に
於
い
乙
も
、
。
ほ
ぽ
同
様
？

　
　
　

よ
れ
ば
、
後
漢
桓
帝
頃
の
有
名
な
る
鮮
卑
部
族
の
大
人
檀
石
槐
は
、
領
國
ｙ
三
部
に
分
け
、
東
部
に
四
、
中
部
に
三
、
西
部
に
五
の

　
　
　

大
人
を
お
い
た
と
あ
り
、
な
ほ
’
「
後
漢
１
　
」
ｏ
鮮
卑
傅
に
は
。
檀
石
槐
ｏ
死
後
國
内
離
散
す
る
に
及
び
、
諸
部
大
人
が
逞
に
『
世
相

　
　
　

傅
襲
』
す
名
に
至
っ
た
と
記
し
て
あ
る
。
元
来
北
族
ｏ
原
始
的
部
族
が
統
合
せ
ら
れ
。
未
だ
恒
久
的
國
家
組
織
を
結
成
す
る
に
至
ら

　
　
　

た
か
っ
た
場
合
は
。
’
一
人
ｏ
英
雄
的
大
部
族
大
人
を
重
要
攻
紐
１
　
と
し
て
ゐ
る
が
故
に
、
そ
の
英
傑
の
個
人
的
死
亡
に
よ
っ
て
忽
ち

1
6

　
　

’
崩
攘
す
る
も
の
‘
と
見
ら
れ
る
。
檀
石
槐
の
場
合
の
如
く
ご
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り
、
そ
の
下
げ
東
・
中
・
西
部
内
に
鳶
か
れ
た
部
族
大
人
が
檀
石
槐
の
官
僚
的
位
置
を
占
め
、
更
に
そ
の
下
に
一
般
り
部
族
大
人
が

封
建
諸
侯
の
如
き
性
格
に
於
い
て
そ
の
身
分
七
保
鐙
さ
れ
て
ゐ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
’
。
而
し
て
斯
る
北
族
國
家
が
再
び
急
に
崩
壊

し
た
場
合
、
そ
ｏ
官
僚
的
性
格
を
有
っ
大
人
は
各
々
地
位
を
失
っ
て
い
萄
氷
の
部
族
大
人
の
姿
に
還
元
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
併

し
一
度
経
験
し
た
封
建
的
性
格
は
遺
さ
れ
て
、
大
人
の
位
置
は
世
襲
せ
ら
れ
、
再
び
大
部
族
國
家
が
成
立
す
る
場
合
、
そ
ｏ
封
建
的

身
分
は
保
謐
さ
れ
る
と
共
に
、
或
者
は
更
に
官
僚
的
位
置
を
輿
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

鮮
卑
拓
哉
部
族
ｏ
代
國
の
如
き
は
、
斯
る
過
程
を
二
三
回
繰
返
し
た
も
ｏ
ｘ
や
う
で
、
そ
こ
に
自
ら
上
述
の
如
き
官
僚
的
或
は
諸

侯
的
大
人
が
存
在
し
た
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
北
魏
太
阻
の
祖
父
什
翼
。
軟
以
前
に
は
そ
ｏ
例
は
稀
で
あ
る
。
但
し
「
魏
書
」
刑
罰
志
に

　
　

「
魏
初
贈
俗
純
朴
、
刑
禁
疎
簡
、
宣
帝
京
頂
復
置
四
部
大
人
、
坐
王
庭
決
耐
訟
」
云
々

’
と
あ
る
に
よ
れ
ば
で
政
帝
推
寅
の
時
に
司
法
官
と
思
ば
れ
る
四
部
大
人
が
お
か
れ
た
も
ｏ
ｙ

と
さ
れ
バ
初
代
成
帝
毛
以
後
力
微
に
至
る
十
四
帝
が
、
殆
ん
ど
叙
述
す
べ
き
内
容
を
幣
へ
ら
れ
て
ゐ
た
い
ｏ
に
、
彼
は
兎
も
角
南
遷

　

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

③

の
史
賓
を
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、
拓
哉
部
族
㈲
家
の
遠
祖
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
、
る
。
従
っ
て
四
部
大
人
は
営
時
拓
皺
國
家
が
酸
展
し

た
結
果
、
既
に
訴
訟
決
断
ｏ
能
力
を
も
フ
ー
般
の
部
族
大
人
の
中
か
ら
、
特
に
そ
の
方
面
に
才
能
の
優
れ
た
も
の
を
選
ん
宍
國
家

の
最
高
司
法
政
制
度
を
定
め
た
も
の
と
も
見
ら
れ
る
。
な
ほ
彼
等
は
必
ず
し
も
司
法
専
門
の
官
僚
で
は
た
子
後
の
大
人
制
な
ど
と

考
へ
合
せ
て
、
そ
こ
に
拓
哉
國
家
の
重
臣
の
如
き
性
格
が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
と
推
定
さ
れ
る
。
併
し
こ
れ
等
の
こ
と
も
文
字
通
り

女
帝
時
代
の
史
賓
と
す
る
こ
と
は
早
計
で
、
寧
ろ
そ
の
後
相
富
斯
る
國
家
組
織
の
整
備
し
た
頃
に
、
そ
れ
を
遠
１
　
に
反
映
し
た
物
語

り
で
あ
る
と
も
考
へ
ら
れ
よ
う
。
な
ほ
官
氏
志
に
献
帝
一
時
代
の
記
録
と
し
て

　

Ｉ
「
七
分
國
人
、
使
諸
兄
弟
各
雍
領
之
」
云
々
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１７工

と
画
る
べ
彼
等
兄
弟
が
大
人
で
画
つ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
－
こ
れ
は
恐
ら
く
こ
の
頃
、
ま
た
拓
哉
國
家
が
國
内
を
分
割
し
て
統

治
せ
し
め
た
こ
と
を
示
す
も
の
Ｘ
如
く
で
あ
る
。

　

献
帝
は
忙
國
の
賂
岨
力
微
の
阻
父
に
富
り
ヽ
成
帝
毛
よ
旬
士
二
代
目
と
さ
れ
ヽ
前
述
の
宣
帝
と
共
に
確
か
に
拓
皺
蕗
の
有
力
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヽ
⑥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、

大
人
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
れ
は
序
紀
に
た
っ
て
も
１
　
察
さ
れ
る
。
勿
論
こ
。
の
時
代
に
献
帝
の
兄
弟
が
國
人
を
七
分
七
て
爾
衛
し
た

と
・
い
ふ
こ
と
に
は
た
ほ
若
干
の
疑
問
は
あ
、
る
が
、
こ
れ
を
事
賓
と
す
れ
ば
彼
等
に
は
多
分
に
諸
侯
的
性
格
が
か
っ
た
も
の
と
考
へ
ら

れ
る
。

　

次
に
序
紀
の
中
に
、
力
微
の
即
位
五
十
六
年
０
　
１
頃
、
。
曾
っ
て
晋
の
都
洛
陽
に
あ
っ
て
代
國
に
９
　
つ
だ
力
微
の
長
子
沙
漠
汗
と
力
微

と
を
離
間
せ
し
め
ん
と
し
て
、
晋
０
征
北
将
軍
衛
席
が
國
之
大
人
に
噌
賂
し
た
所
が
、
國
之
執
事
や
外
部
大
人
等
も
皆
衛
堆
０
貨
を

受
け
た
こ
と
が
見
４
る
。
こ
の
國
之
執
事
た
る
も
の
に
つ
い
て
は
今
明
ら
か
に
し
得
匁
い
が
、
湊
族
０
謀
臣
の
如
き
も
の
で
ぽ
あ
る

ま
い
か
と
思
は
れ
る
。
ま
た
或
は
國
之
大
人
は
四
部
大
人
の
如
き
代
國
の
重
臣
ら
し
く
、
外
部
大
人
は
既
述
０
統
國
三
十
六
部
の
大

人
の
如
き
も
の
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
因
み
に
力
微
の
後
、
そ
の
子
の
綿
官
（
昭
帝
）
０
時
に
代
國
を
三
部
に
分
ち
、
綿
官
は
東
部
、

狩
巷
（
桓
帝
）
は
中
部
、
狩
盧
（
穆
帝
）
は
西
部
を
支
配
し
、
頓
て
狩
盧
が
こ
れ
を
統
合
し
た
と
い
ふ
が
、
』
こ
れ
は
恐
ら
く
代
國
Ｏ

勢
力
の
分
裂
で
、
國
内
行
政
上
の
匝
分
で
は
な
か
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。

　

代
王
拓
践
狩
盧
の
時
代
に
、
若
干
中
國
式
０
官
属
が
鳶
か
れ
た
こ
と
が
刑
罰
志
に
冷
見
え
、
ま
た
衛
操
が
狩
愈
・
椅
盧
に
仕
へ
て

　
　
　

。
④

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑦
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③

　
　
　
　
　

ｘ

輔
相
と
な
り
、
莫
含
が
狩
廬
時
代
に
「
參
國
官
」
と
い
は
れ
、
唇
律
’
牟
文
帝
）
四
時
に
大
臣
か
お
り
、
更
に
什
翼
粧
に
至
っ
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑨

左
右
長
史
・
郎
中
令
・
内
侍
・
常
侍
等
０
重
要
た
る
側
近
の
臣
僚
が
あ
っ
た
が
、
今
は
こ
れ
等
に
つ
い
て
は
賜
れ
た
い
。
た
ゞ
次
に

什
翼
掟
時
代
の
官
制
に
つ
い
て
概
詮
し
た
官
氏
志
の
文
を
掲
げ
、
特
に
そ
の
南
北
二
部
大
人
に
開
し
て
若
干
考
察
Ｌ
ぞ
見
た
い
。
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「
魏
氏
世
君
玄
朔
。
遠
統
（
閥
）
臣
、
掌
事
立
司
、
各
有
琥
秩
。
及
交
好
南
夏
、
｀
頗
亦
改
郷
。
昭
裁
之
即
王
位
、
已
命
燕
鳳
、
鶏

　
　

右
長
史
、
許
謙
１
　
郎
中
令
矣
。
訟
官
雑
琥
、
多
同
於
晋
朝
。
建
國
二
年
初
、
置
左
右
近
侍
之
職
。
無
常
員
、
或
至
百
撒
。
侍
直

　
　

禁
中
、
傅
宜
詔
命
。
皆
取
諸
部
大
人
及
豪
族
良
家
子
弟
儀
貌
端
殿
機
肺
才
幹
者
。
態
選
。
叉
置
内
侍
長
四
人
、
主
顧
問
拾
遺
感

　
　

對
。
若
今
之
侍
中
、
散
騎
常
侍
也
。
其
諸
方
雑
人
来
附
者
、
總
謂
之
烏
丸
。
各
以
多
少
、
稲
酋
庶
長
四
分
篤
南
北
部
。
復
置
二

　
　

部
大
人
。
以
統
果
之
。
時
帝
弟
肌
監
北
部
、
子
室
君
監
南
部
。
分
民
而
治
、
若
古
之
二
伯
焉
」

と
。
即
ち
こ
れ
に
よ
る
と
什
翼
腱
ｏ
時
に
、
上
述
の
如
き
中
國
的
官
名
を
有
っ
官
僚
が
お
か
れ
る
と
共
に
、
諸
方
雑
人
の
来
附
せ
る

者
を
南
北
二
部
に
分
っ
て
、
夫
々
大
人
を
お
き
、
古
９
一
伯
ｏ
如
く
こ
れ
を
統
婚
し
た
と
い
ふ
。
二
伯
と
は
「
噌
記
」
王
制
に
循
「
八

州
各
以
共
属
、
垢
於
天
子
之
老
二
人
。
分
天
下
以
鶏
左
右
、
曰
二
伯
」
と
あ
る
如
く
ご

人
の
元
老
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
、
狩
盧
ｏ
時
代
に
、
そ
の
長
子
六
脩
が
國
ｏ
南
部
を
統
領
し
た
こ
と
が
序
紀
に
も
見
え
る
の
べ
什

翼
粧
に
初
ま
っ
た
と
い
ふ
二
部
大
人
制
の
萌
芽
は
こ
ｘ
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
み
る
。

　
　
　
　

≪
、
‘

　

次
に
什
翼
腱
の
時
よ
り
、
孫
０
太
祖
拓
践
珪
０
畳
國
以
前
の
間
に
見
え
る
南
北
二
部
大
人
の
例
を
阜
げ
る
に
、
先
づ
南
部
大
人
と

し
て
は
前
掲
官
氏
志
に
見
ら
れ
る
窓
君
が
あ
る
。
併
し
「
魏
書
」
五
・
「
北
史
」
一
五
の
窓
君
０
傅
に
は
見
え
ず
、
志
田
氏
０
如
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑥

は
こ
の
人
物
を
抹
殺
せ
ん
と
さ
へ
し
て
ゐ
る
が
、
。
内
田
氏
め
反
對
せ
る
如
く
賓
在
の
人
物
と
見
る
べ
く
、
そ
ｏ
南
部
大
人
就
任
も
認

め
て
差
支
へ
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
。
次
に
釧
弗
部
人
劉
庫
仁
が
南
部
大
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
序
紀
及
び
彼
ｏ
傅
を
二
三
に
見
ら
れ

る
處
で
フ
符
堅
が
代
國
を
討
滅
し
た
後
は
、
そ
の
命
に
よ
ｐ
一
族
劉
衛
辰
と
河
を
境
に
萄
代
國
を
東
西
に
分
ち
、
そ
の
東
部
を
分
掃
し

た
と
い
ふ
が
、
太
阻
紀
に
よ
れ
ば
間
も
な
く
炭
水
の
戦
後
ご

巻
八
三
上
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
南
部
大
人
に
な
つ
た
と
い
心
。
更
に
拓
践
同
家
の
名
族
長
孫
仁
も
そ
の
子
嵩
の
傅
巻
二
五
に
よ
れ
ば

-
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１７３

昭
成
の
時
に
南
部
大
人
と
な
り
。
嵩
自
身
も
太
祖
紀
に
、
劉
庫
仁
の
東
部
分
損
０
嘗
時
、
南
部
大
人
と
し
て
査
く
故
民
甘
将
ゐ
て
劉

　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

づ

庫
仁
に
よ
つ
た
と
あ
・
る
。
以
上
の
南
部
大
人
の
就
任
の
順
は
不
明
な
る
も
、
建
君
・
長
孫
仁
・
劉
庫
仁
・
長
孫
嵩
・
劉
羅
辰
の
五
名

が
學
げ
ら
れ
る
。
窟
君
に
つ
い
て
ば
既
に
言
及
し
た
が
、
長
孫
氏
は
官
氏
志
に
献
帝
の
兄
の
後
裔
に
し
て
、
帝
室
と
十
姓
を
た
す
と

い
ふ
名
族
で
、
鍼
弗
部
劉
氏
は
屡
々
拓
以
氏
と
通
婚
し
、
劉
庫
仁
０
　
母
は
罰
律
の
女
、
什
翼
健
の
女
は
劉
庫
仁
の
妻
、
劉
羅
辰
の
妹
’

は
太
阻
の
皇
后
で
あ
る
。
。

長
孫
仁
（
南
）
１
１
嵩
（
南
）

　
　
　

賀
野
干
（
東
）

漢
和
辰
（
中
）

゛
誓
雲

二

１

　

１

　

１
大
郷
⊃

　
　
　

一
ノ

Å

　

疸
珪
（
太
祗
）

-１

　　

１

羅

　

妹一一==Ｊ-

辰
（
南
）

　

次
に
北
部
大
人
と
し
て
は
、
前
掲
官
氏
志
に
見
ゆ
る
仕
翼
駿
の
弟
狐
か
お
る
。
彼
の
傅
巻
一
四
に
も
、
兄
の
昭
威
令
什
翼
簑
を
擁

立
し
た
功
を
記
し
、
そ
の
即
位
の
際
「
分
國
牛
部
、
以
輿
之
」
と
あ
る
。
な
ほ
劉
庫
仁
の
弟
劉
春
が
北
部
大
人
と
た
っ
て
、
太
組
建

國
の
頃
に
敲
順
し
た
こ
と
が
、
そ
の
子
劉
羅
辰
の
傅
巻
八
三
上
に
見
え
る
。
こ
０
外
に
管
見
の
及
ぷ
處
そ
の
例
を
知
ら
な
い
が
、
要

す
る
に
什
翼
咳
よ
り
太
阻
の
初
年
に
及
ぶ
南
北
二
部
大
人
七
名
は
、
皇
族
又
は
外
戚
に
限
ら
れ
。
且
つ
父
子
相
続
の
事
賓
も
あ
る
Ｏ

　
　
　
　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｆ

　
　
　
　
　
　

ｓ

で
、
こ
Ｘ
に
封
建
的
性
格
も
慄
想
せ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
ｔ
南
部
大
人
の
如
き
は
五
名
の
交
迭
を
見
て
ゐ
る
の
で
、
拓
践
部
の
重
臣
た

一15

湊川

　

⌒

　　　　　

。

　

南‘

　　

室南
○

ド
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る
性
格
を
有
っ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

然
る
に
こ
の
南
北
二
部
大
人
０
外
に
、
な
ほ
什
麗
掟
０
頃
に
中
部
大
人
・
東
部
大
人
だ
と
を
祷
す
る
も
の
う
あ
っ
た
こ
と
が
注
意

せ
ら
れ
る
。
即
ち
廃
業
延
の
傅
巻
二
八
に
よ
れ
ば
ブ
七
の
家
は
世
々
奇
牧
七
典
り
、
父
の
和
辰
の
時
に
中
部
大
人
に
㈱
じ
た
こ
と
が

見
え
る
。
こ
れ
は
什
翼
綻
０
晩
年
と
推
定
さ
れ
る
が
、
廃
氏
は
代
人
で
、
官
氏
志
に
も
載
せ
て
あ
る
。
次
に
皇
后
列
似
倦
一
三
に
よ

れ
ば
、
太
祖
の
母
献
明
皇
后
の
父
賀
野
干
は
東
部
大
人
で
、
な
ほ
そ
の
子
賀
訥
の
傅
巻
八
三
上
に
、
太
岨
が
代
國
歿
落
０
危
期
に
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

し
、
狽
孤
部
に
あ
っ
た
頃
、
訥
が
束
部
を
總
婚
し
て
大
人
と
な
っ
た
と
あ
る
。
廃
氏
・
賀
氏
は
共
に
代
人
で
あ
っ
て
、
特
に
賀
氏
は

拓
哉
氏
の
外
戚
に
富
る
名
門
で
あ
る
が
、
廃
氏
は
恐
ら
く
代
國
の
奇
牧
監
督
官
と
し
て
、
そ
の
同
家
経
済
上
に
多
大
の
功
勢
を
た
し
た

も
の
と
見
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
彼
等
は
南
北
二
部
大
人
と
比
肩
す
べ
き
名
族
で
あ
り
、
人
材
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
く
、
ま
た
廃
氏
が
他

職
よ
り
轄
任
し
て
ゐ
る
鮎
か
ら
、
こ
れ
等
大
人
が
自
然
的
に
殺
生
し
た
部
族
大
人
で
は
な
く
。
。
明
ら
か
に
代
國
の
官
僚
と
考
へ
ら
れ

る
・
今
そ
の
南
北
二
部
大
人
と
の
開
係
な
ど
に
つ
い
て
は
明
石
４
で
は
な
い
が
、
・
い
恐
ら
く
そ
れ
と
略
々
同
様
な
職
務
途
行
上
、
漸
次

増
置
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
へ
ら
れ
４

①

　

内
田
吟
凪
氏
・
「
北
朝
政
局
に
於
け
’
・
鮮
卑
及
諸
芸
Ｚ
反
族
の

　
　

地
位
」
｛
「
東
洋
史
研
究
ヒ
ノ
三
」

⑧

　

「
魏
志
」
鳥
丸
傅
に
「
常
推
募
勇
健
能
理
決
闘
相
犯
者
、
屁
大
人
」

　
　

「
大
人
能
作
弓
矢
鞍
勒
、
鍛
金
餓
、
鴬
兵
器
」
「
其
約
法
、
違
大
叉

　
　

言
、
死
。
其
亡
叛
、
焉
大
人
所
捕
者
、
諸
邑
落
不
育
受
」
な
ど
と

　
　

あ
る
を
參
照
。

③

　

「
魏
書
」
の
序
紀
に
「
宜
帝
諦
推
寅
立
。
南
遷
太
渾
、
方
予
饒
里
。

　
　

阪
土
作
冥
浬
洵
、
謀
更
南
徒
、
未
行
而
崩
」
と
あ
る
。

④

　

内
田
吟
風
氏
・
「
後
魏
刑
官
考
」
（
紀
言
一
千
六
百
年
記
念
史
學
論

　
　

文
集
）
に
司
法
官
と
し
て
の
四
部
大
人
に
言
及
さ
れ
て
あ
る
。

④

　

序
記
に
「
献
皇
帝
譚
隣
立
。
時
有
紳
人
、
言
於
同
日
、
此
土
荒

　
　

退
、
↑
禾
足
以
建
都
邑
。
宜
復
徒
居
。
」
云
々
と
あ
り
、
玄
た
献
帝

　
　

の
子
聖
武
帝
詰
沿
の
南
思
の
策
は
【
多
出
會
。
一
献
二
帝
】
と
い
ひ
、

　
　

宣
帝
と
共
に
献
帝
が
拓
皺
別
家
史
上
特
筆
す
べ
き
祀
先
で
あ
っ
た

　
　

こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
「
北
史
」

　

一
參
照
。

④
「
謝
喘
」
二
三
・
「
北
史
士
一
〇
衛
揉
傅
。

⑦

　

同
上
莫
含
傅
。

⑧

　

「
魏
１
　
　
」
序
紀
・

-16-
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⑧

　

。
「
魏
書
」
二
四
・
「
北
史
」
二
Ｉ
燕
鳳
傅
、
同
上
許
謙
傅
、
「
魏
書
」
二

　
　

三
・
「
北
史
」
二
〇
莫
題
傅
、
「
魏
書
」
二
六
。
・
「
北
史
」
二
ニ
長
孫
肥

　
　

傅
等
參
照
。

⑩
志
田
不
動
麿
氏
・
「
代
王
世
系
批
’
ぞ
（
「
史
學
難
誌
」
四
八
こ
Ｉ
・

　
　

言
｀

＠

　

内
田
吟
風
氏
・
「
魏
書
序
紀
特
に
其
世
系
記
事
に
就
て
」
’
「
史
林
」

　
　

二
二
ノ
三
）

⑩

　

「
魏
書
」
太
祗
紀
に
よ
れ
ば
、
劉
庫
仁
の
子
劉
顛
が
叛
し
て
、
認
に

　
　

庫
仁
の
弟
券
が
殺
さ
れ
た
時
を
、
符
竪
が
姚
柵
に
殺
さ
れ
た
￥
、

　
　

即
ち
西
紀
三
八
五
年
に
か
け
て
居
り
、
春
の
子
劉
羅
辰
が
南
部
大

に

　

登
國
元
年
の
二
部
大
人
と
外
朝
大
人
官

　
　

人
と
な
っ
た
の
ａ
’
　
ｍ
穎
の
乱
を
告
げ
た
功
に
よ
っ
た
も
の
で
あ

　
　

っ
た
處
か
ら
、
劉
羅
辰
の
就
任
は
同
年
以
後
の
こ
と
ゝ
考
へ
・
ら
れ

　
　

る
。
な
ほ
「
北
冬
三
〇
劉
羅
辰
傅
參
照
。
。

⑩

　

「
魏
書
」
二
五
長
遜
嵩
傅
に
も
「
年
十
四
、
代
父
統
軍
…
…
が
祀
承

　
　

大
統
、
ｔ
以
認
南
部
大
人
」
と
あ
刄
、
大
原
拓
皺
珪
登
位
以
前
に

　

、
一
度
南
部
大
人
と
。
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
北
史
Ｌ
二
二
參
照

⑨

　

一
北
史
」

　

一
三
に
も
東
部
大
人
賀
野
干
の
名
が
見
ら
れ
る
、
但
し

・

　

「
魏
書
」
八
三
上
・
「
北
史
」
八
〇
賀
訥
傅
に
は
父
野
干
の
こ
と
は
特

　
　

に
記
し
て
ゐ
な
い
。

　

太
１
　
が
代
王
の
位
に
即
い
た
登
國
元
年
（
三
八
六
）
以
後
に
も
、
な
ほ
南
北
二
部
大
人
制
が
保
存
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
官
氏
志
に

　
　

「
太
阻
登
國
元
年
、
因
而
不
改
、
南
北
猫
置
大
人
、
對
治
二
部
」

と
あ
る
に
よ
っ
て
察
知
せ
ら
れ
、
更
に
太
祖
紀
に
も

　
　

「
登
國
元
年
春
正
月
戊
申
、
帝
即
代
王
位
。
…
…
復
以
長
孫
嵩
、
焉
南
部
大
人
、
。
以
叔
孫
普
洛
、
侭
北
部
大
人
」
云
々

と
こ
れ
を
茂
明
し
て
ゐ
る
。
長
孫
嵩
は
既
述
の
如
く
代
國
壊
滅
の
頃
一
度
南
部
大
人
と
な
っ
て
ゐ
た
が
、
こ
ｘ
に
叉
再
任
さ
れ
た
の

で
あ
匹
。
北
部
大
人
の
叔
孫
普
洛
に
つ
い
て
は
「
魏
書
」
に
傅
が
な
い
の
で
、
詳
細
は
不
明

七
あ
る
が
、
叔
孫
氏
は
も
と
乙
施
氏
と

い
ひ
、
長
孫
氏
と
共
に
帝
室
と
十
姓
を
な
す
名
族
と
し
て
官
氏
志
に
畢
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
叔
孫
普
洛
は
太
岨
紀
に
よ
れ
ば
、
登
國
元

年
に
起
っ
た
劉
庫
仁
の
子
順
の
叛
飢
に
開
係
し
、
劉
衛
辰
の
處
に
奔
っ
た
と
い
ふ
の
で
、
彼
の
北
部
大
人
は
極
め
て
短
期
に
止
ま
っ
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た
ら
し
く
、
そ
の
後
は
賀
秋
干
が
つ
い
で
、
長
孫
嵩
と
相
對
し
て
ゐ
た
こ
と
べ
彼
の
傅
巻
二
八
に
述
べ
ら
れ
て
あ
ぶ
。
長
孫
嵩
ｏ

南
部
大
人
は
太
阻
紀
の
登
國
七
年
（
三
九
二
）
０
條
に
見
え
る
が
、
皇
始
二
年
（
三
九
七
）
に
は
翼
州
刺
史
μ
な
っ
て
ゐ
る
の
で
、

恐
ら
く
こ
の
時
ま
で
大
人
の
職
に
あ
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
賀
秋
干
は
そ
の
後
太
祖
の
命
に
よ
り
、
求
婚
の
焉
に
姚
興
０
許
に
遣

さ
れ
、
久
し
く
長
安
に
留
め
ら
れ
た
と
い
ふ
の
で
、
少
く
と
も
姚
興
即
位
の
頃
（
三
九
四
）
ま
で
は
、
魏
に
あ
っ
て
北
部
大
人
に
就

任
し
て
ゐ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

　

何
れ
に
せ
よ
太
祖
の
登
國
元
年
に
定
め
ら
れ
た
南
北
二
部
大
人
制
度
に
於
い
て
は
、
皇
始
二
年
以
後
に
、
そ
の
賓
際
就
任
者
を
見

出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
官
氏
志
に

　
　

「
登
國
初
、
太
阻
散
諸
部
落
。
始
同
焉
編
民
」

と
あ
る
史
資
と
開
係
す
る
も
０
で
、
登
國
の
初
頃
に
従
来
北
族
０
　
祀
會
組
織
を
な
し
て
ゐ
た
部
族
の
解
散
が
命
ぜ
ら
れ
、
彼
等
は
漢

族
と
同
様
編
民
と
な
り
、
、
そ
の
焉
に
但
来
部
族
統
制
機
開
と
し
て
お
か
れ
た
南
北
二
雛
大
人
が
、
間
も
な
く
不
必
要
に
た
っ
た
結

果
、
そ
の
就
任
者
が
た
く
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

　

こ
れ
に
開
聯
し
て
既
述
の
賀
訥
の
傅
を
見
る
と
、
彼
は
東
部
大
人
と
し
て
太
祖
に
従
ひ
、
登
國
以
後
中
原
討
平
に
従
軍
し
て
安
遠

将
軍
と
た
っ
た
が
、
そ
の
後
諸
部
族
の
解
散
が
行
は
れ

　
　

「
離
散
諸
部
、
分
土
定
居
、
不
聴
遷
徒
。
其
君
長
大
人
、
皆
同
編
戸
」

と
い
ふ
有
様
に
な
っ
た
ｏ
で
。
彼
が
太
祖
０
外
戚
で
あ
り
乍
ら
、
「
無
統
領
」
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。
な
ほ
賀
訥
の
傅
に
よ
れ
■
ａ
ｒ
　
ｍ

述
の
如
く
什
翼
眺
時
代
か
ら
南
北
二
部
大
人
と
ほ
ぼ
同
格
と
し
て
置
か
れ
た
と
思
は
れ
る
東
部
大
人
が
、
登
國
以
後
に
も
存
し
て
ゐ

秀
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
賀
訥
’
が
太
阻
に
従
っ
て
中
原
を
平
定
し
た
と
あ
る
の
は
、
早
く
見
て
皇
始
二
年
に
中
山
を
平
定
し
た
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時
の
こ
。
と
。
か
ヽ
恐
ら
く
は
更
に
４
％
く
れ
て
天
興
元
年
（
三
九
八
）
に
、
夥
を
攻
略
し
た
時
０
こ
と
で
あ
ら
n
T
v
か
と
推
定
せ
ら
れ
る
。

　
　
　

太
祖
紀
に
よ
れ
ば
こ
の
年
六
月
魏
と
國
凱
奮
改
め
、
十
二
月
太
１
　
が
魏
國
皇
帝
０
位
に
っ
い
た
の
で
あ
る
。
賀
の
の
傅
に
隋
部
を
離

　
　
　

‘
散
し
、
大
人
も
編
戸
と
同
じ
く
た
っ
た
と
あ
る
の
は
、
こ
の
頃
０
こ
と
に
相
違
な
い
。
さ
れ
ば
官
氏
志
に
登
國
の
初
、
諸
部
を
解
散

　
　
　

し
た
と
い
ふ
も
、
そ
れ
は
命
令
の
登
布
で
あ
っ
て
、
そ
の
賓
行
は
こ
れ
よ
り
逐
年
行
は
れ
、
天
興
元
年
愈
々
中
原
國
家
と
し
て
０
新

　
　
　

醗
制
を
整
へ
る
に
至
っ
。
て
、
略
々
そ
れ
を
完
了
し
、
従
っ
て
著
大
人
制
が
腹
止
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
併
し
太
祖
の
初
年

　
　
　

に
は
南
北
二
部
大
人
の
外
に
、
な
ほ
上
述
の
東
部
大
人
賀
訥
の
如
き
も
の
も
二
三
あ
っ
だ
の
で
、
こ
れ
等
に
就
い
て
も
一
１
　
検
討
せ

　
　
　

ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　

即
ち
太
祖
紀
に
よ
れ
ば
ヽ
廣
寧
の
人
王
建
が
登
匿
六
年
中
部
大
人
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
い
ふ
か
、
彼
吸
傅
倦
三
〇
に
よ
る

如
什
翼

　
　
　

祓
の
母
后
ぱ
こ
の
廣
寧
の
王
氏
で
、
王
建
も
公
主
を
娶
っ
て
居
り
、
中
山
を
攻
略
し
た
後
に
彼
が
中
州
人
を
坑
殺
し
、
太
祖
の
降
人

　
　
　

招
撫
の
方
針
に
背
い
た
１
　
に
叱
責
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
以
っ
て
彼
が
漢
族
を
稀
す
る
と
も
、
拓
皺
朝
廷
の
外
戚
で
あ
り
、
思
想

　
　
　

的
に
も
著
し
く
胡
族
化
し
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
彼
は
そ
の
後
、
耶
攻
略
以
前
に
冠
軍
将
軍
に
轄
じ
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

由

　
　
　

部
大
人
在
任
は
明
ら
か
に
天
興
元
年
以
後
に
降
る
も
の
で
は
た
か
っ
た
０
で
あ
る
。
次
に
代
人
劉
尼
の
傅
泰
三
〇
に
よ
れ
ば
、
そ
Ｏ

　
　
　

曾
阻
父
劉
敦
は
本
姓
狽
孤
氏
に
し
て
。
太
祖
０
時
に
方
面
大
人
と
な
っ
た
と
い
ふ
。
そ
の
記
事
簡
単
に
し
て
詳
細
は
不
明
で
あ
る

　
　
　

が
、
或
・
は
登
國
の
頃
一
時
就
任
し
た
無
任
所
大
人
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
は
た
か
っ
た
か
と
考
へ
ら
れ
る
。
な
ほ
こ
れ
と
共
に
不
明

　
　
　

な
も
ｏ
に
代
人
尉
諾
の
國
部
大
人
が
あ
る
・
彼
の
傅
泰
二
六
に
よ
れ

叩

そ
の
就
任
は
中
山
攻
準
に
っ
い
で
、
後
能
姚
氏
を
討
っ
て

　
　

｀
還
っ
て
か
ら
で
お
る
。
尉
氏
は
本
姓
尉
遅
氏
で
、
官
氏
志
で
は
西
方
の
第
一
に
畢
げ
て
あ
る
。
尉
諾
は
早
く
太
岨
に
従
っ
て
Ｉ
ゐ
た

1
7
7

　
　

が
。
尉
遅
部
が
大
量
に
拓
哉
朝
廷
に
内
附
し
た
０
　
は
、
太
１
　
紀
に
よ
れ
ば
天
興
六
年
（
四
〇
三
）
に
朔
方
尉
遅
部
萬
家
が
内
属
し
た
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時
で
あ
る
。
而
し
て
後
秦
と
北
魏
と
０
攻
防
は
、
天
興
二
年
に
初
ま
り
、
天
賜
元
年
（
四
〇
四
）
に
北
魏
０
大
勝
と
な
っ
七
一
胞
経

っ
て
ゐ
る
。
こ
Ｘ
に
於
い
て
尉
諾
０
國
部
大
人
就
任
は
天
賜
元
年
で
、
そ
れ
は
前
年
即
ち
天
興
六
年
に
尉
遅
部
萬
家
部
内
附
し
た

が
、
彼
等
は
未
だ
奮
部
族
制
を
多
分
に
有
っ
て
ゐ
た
鴬
に
、
便
宜
的
に
一
時
荷
俗
に
従
っ
て
大
人
制
を
詔
め
た
も
０
に
外
な
ら
ぬ
と

考
へ
ら
れ
る
。

　

以
上
通
槻
す
る
に
什
翼
腱
０
時
以
末
お
か
れ
た
南
北
二
部
大
人
、
及
び
こ
れ
と
略
々
同
格
の
東
部
・
中
部
・
方
面
等
０
諸
大
人
は

天
興
元
年
、
魏
と
國
銃
を
改
め
た
時
ま
で
に
漸
次
寂
止
せ
ら
れ
た
が
、
な
ほ
尉
遅
部
の
如
き
新
附
の
部
族
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ

れ
を
急
に
新
じ
き
北
魏
０
官
制
下
に
織
込
む
こ
と
匙
避
け
て
、
Ｊ
時
俯
大
人
制
を
標
置
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
而
も
こ

の
後
に
も
、
未
だ
若
干
生
蕃
的
部
族
が
あ
っ
て
＊
J
れ
を
編
民
と
な
し
得
た
か
っ
た
埓
に
、
北
魏
で
は
領
民
酋
長
制
を
設
け
た
ぺ

こ
れ
に
就
い
て
は
今
言
及
を
避
け
度
い
。
な
ほ
こ
の
南
北
二
部
大
人
・
東
部
・
中
部
・
方
面
・
國
部
等
の
大
人
の
殆
ん
ど
全
部
が
胡
Ｌ

族
で
、
中
、
に
屡
々
皇
族
・
外
戚
乃
至
名
門
０
部
族
大
人
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
０
重
要
性
を
物
語
る
も
０
で
あ
る
。
而
し
て
彼
等
大

人
は
官
氏
志
の
所
謂
烏
丸
諸
部
即
ち
諸
方
雑
人
来
附
者
を
。
地
域
的
に
二
賂
に
分
っ
て
分
統
す
る
南
北
二
部
大
人
を
基
準
と
し
八

以
下
便
宜
的
に
漸
次
置
か
れ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
の
際
彼
等
大
人
の
職
掌
は
、
恐
ら
く
刺
史
の
如
き
中
國
的
地
方
官
な
ど
と
１
　

り
、
元
来
部
族
大
人
が
一
般
の
部
落
に
對
し
て
殆
ん
ど
徴
税
等
の
行
政
事
務
を
な
す
こ
と
た
く
、
主
に
司
法
裁
判
等
を
よ
く
す
る
も

の
で
あ
っ
た
０
と
類
似
し
て
ゐ
た
も
Ｏ
Ｘ
様
で
あ
る
。
こ
の
鮎
犬
宜
帝
の
高
等
司
法
官
た
る
四
部
大
人
は
、
或
は
傅
脆
的
存
在
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
少
く
と
も
天
興
元
年
國
か
魏
と
扨
す
る
以
前
０
、
所
謂
代
國
時
代
に
於
け
る
斯
る
諸
大
人
の
賓
情

を
反
映
し
て
ゐ
る
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　

｀

　
　
　
　
　

『

　
　
　
　
　
　
　
　

－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　

φ

　

上
佐
の
如
く
太
阻
諒
菌
制
に
よ
K
S
浦
北
二
部
大
‥
Ｌ
八
潮
等
を
鳶
き
乍
ら
、
部
民
祐
編
戸
と
す
る
部
族
解
散
政
策
‐
を
進
め
る
こ
と
に
よ
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つ
て
、
略
々
天
興
元
年
０
頃
ま
で
に
そ
れ
等
を
痕
止
し
た
が
、
な
ほ
こ
れ
と
は
別
に
、
新
七
く
登
國
元
年
に
外
朝
大
人
官
を
お
い
た

こ
と
は
注
目
そ
れ
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
に
つ
い
て
官
氏
志
は
叉

　
　

「
是
年
（
登
國
元
年
）
置
都
統
長
。
叉
置
栓
許
及
外
朝
大
人
官
。
・
…
…
外
朝
大
人
無
常
員
。
主
受
詔
命
外
使
、
出
入
禁
中
。
國
有

　
　

大
喪
之
臆
。
皆
輿
參
知
、
隨
所
典
焉
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

と
斂
べ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
つ
き
「
歴
代
職
官
表
」
三
七
は
外
朝
大
人
を
清
朝
の
内
務
府
、
隋
・
唐
の
殿
中
監
の
系
統
の
も
の
と
考

へ
、
北
魏
で
も
こ
れ
が
後
に
少
府
・
殿
中
監
等
に
受
っ
た
も
め
Ｘ
如
く
見
て
ゐ
る
。
併
し
今
こ
れ
を
検
討
す
る
鴛
に
、
一
態
列
傅
に

よ
ひ
こ
れ
に
任
命
せ
ら
れ
た
者
を
調
査
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

　

先
づ
太
阻
の
母
献
明
泉
后
賀
氏
の
傅
竺
三
を
見
る
に
、
后
心
従
弟
ｏ
賀
憶
が
外
朝
大
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
彼
の
兄

賀
野
干
は
即
ち
皇
后
賀
氏
の
父
で
『
、
そ
の
子
賀
訥
と
共
に
東
部
大
人
に
就
任
し
て
ゐ
る
の
で
、
賀
憶
は
全
く
外
戚
開
係
か
ら
こ
の
任

に
就
い
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
次
に
代
人
和
哉
も
世
々
部
族
大
人
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
代
國
に
臣
附
し
て
太
阻
の
寵
遇
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐
‐

　

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑦

将
に
冠
た
り
と
い
は
れ
た
人
で
、
そ
の
傅
に
は
彼
が
外
朝
大
人
と
し
て
「
參
軍
國
大
謀
、
雅
有
智
算
、
頻
使
裕
旨
」
と
見
え
る
。
ま

た
既
述
の
中
部
大
人
皮
和
辰
の
弟
の
廃
業
延
も
、
そ
1
0
傅
泰
二
八
に
よ
れ
ば
王
建
と
共
に
外
朝
大
人
と
な
り
、
「
１
　
賀
軍
國
」
と
い
は

れ
て
ゐ
る
。
王
建
の
中
部
大
人
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
が
、
彼
は
そ
れ
よ
り
も
前
に
登
國
の
初
、
外
朝
大
人
と
し
て
和
哉
等
の
十

三
人
と
共
に
「
迭
典
庶
事
、
參
総
計
謀
」
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
外
に
な
ほ
叔
孫
建
も
そ
の
傅
竺
一
九
に
よ
れ
ば
、
矢
張
り
登
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑧

９
初
頃
に
外
朝
大
人
と
な
っ
七
、
安
同
等
０
十
三
人
と
共
に
「
迭
典
庶
事
、
參
軍
國
之
牒
」
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。
安
同
に
つ
い
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑧

そ
の
こ
と
は
よ
く
彼
０
傅
泰
三
〇
の
中
に
明
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
彼
は
遼
東
の
胡
人
と
さ
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
そ
０
阻
先
は
安
世
高

を
い
は
れ
。
イ
ク
ン
系
の
胡
人
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
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以
上
に
よ
っ
て
外
朝
大
人
は
制
度
と
し
て
は
ほ
ぼ
十
三
名
任
命
せ
ら
れ
た
こ
と
が
判
り
、
そ
の
中
に
賀
憶
・
和
哉
・
廃
業
延
・
王

建
・
叔
孫
建
・
安
同
等
０
六
名
の
名
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
王
建
を
除
く
と
他
は
明
ら
か
に
胡
人
で
、
何
れ
も
南
北
大
人
に
準

す
る
名
門
で
あ
り
、
ま
た
人
材
で
も
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
而
し
て
そ
の
職
と
す
る
處
は
、
詔
命
を
受
け
て
外
に
使
す
る
こ
と

と
。
軍
國
の
大
謀
に
參
輿
す
る
こ
と
の
外
、
大
喪
の
贈
等
に
參
臭
す
る
こ
と
等
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
軍
國
０
大
謀
に
參
輿
す

る
こ
と
に
開
し
て
は
、
前
掲
列
傅
の
文
に
迭
典
庶
事
な
ど
と
あ
る
の
で
、
凡
そ
十
三
名
の
外
朝
大
人
が
交
替
に
國
政
に
參
輿
し
た
の

か
と
思
は
れ
る
が
、
必
ず
し
も
彼
等
に
宰
相
と
し
て
國
政
を
決
定
す
る
樅
能
が
あ
っ
た
か
否
か
疑
は
し
い
。
そ
れ
よ
り
も
彼
等
の
主

に
活
躍
し
た
の
は
、
寧
ろ
外
國
や
将
に
解
散
さ
る
べ
き
過
程
に
あ
る
諸
部
族
と
交
渉
す
る
篤
に
、
外
に
使
者
と
し
て
減
遣
さ
れ
る
こ

と
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
い
ま
こ
の
外
朝
大
人
の
外
朝
の
意
味
を
充
分
明
ら
か
に
し
得
な
い
が
、
「
噌
記
」
文
王
世
子
等
に
よ
れ
ば
内
朝

に
對
す
る
外
朝
で
。
「
外
朝
以
官
、
値
異
姓
也
」
と
あ
る
如
く
、
若
し
公
族
が
外
朝
に
在
り
、
異
姓
諸
侯
と
同
處
す
ご
時
は
、
官
の
上

下
に
よ
っ
て
位
次
を
定
め
、
異
姓
諸
侯
を
よ
く
連
結
す
る
規
定
が
あ
っ
た
鮎
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
右
０
推
定
も
略
々
認
め
得
る
如
く

考
へ
ら
れ
る
。
斯
く
て
彼
等
外
朝
大
人
は
北
魏
の
常
時
の
政
局
か
ら
見
る
時
、
諸
部
の
解
散
が
大
殼
圓
滑
に
行
は
れ
て
仕
舞
へ
ば
、

略
々
そ
の
任
務
使
命
を
果
し
た
も
の
と
な
る
０
で
、
彼
等
の
就
任
も
登
國
の
頃
に
限
ら
れ
た
の
で
吽
あ
る
ま
い
か
と
思
は
れ
る
・

①

　

「
魏
書
」
二
五
長
孫
嵩
傅
に
よ
れ
ぱ
、
彼
は
登
國
元
年
頃
に
南
部
大

　
　

人
‘
と
な
り
、
皇
始
二
年
二
二
九
七
）
中
山
討
伐
の
戦
功
あ
っ
て
翼
州

　
　

刺
史
・
侍
中
等
に
歴
任
し
た
。

③

　

「
聾
治
通
鑑
」
一
〇
六
に
登
國
元
年
に
営
る
年
の
冬
、
代
人
庫
秋
干

　
　

が
北
部
大
人
と
な
っ
た
と
や
る
の
は
、
賀
秋
干
・
の
誤
で
あ
ら
う
。

　
　

「
北
史
」
二
〇
同
人
傅
參
照
。

③

　

「
北
史
」
二
〇
王
建
。

④

　

同
書
二
八
劉
尼
。

④④

同
書
二
〇
尉
古
貝
。

「
魏
書
」
八
三
上
’
「
北
史
」
八
〇
賀
訥
傅
に
は
見
ら
れ
な
い
″
「
魏

書
」
こ
Ｉ
・
「
北
史
」
こ
一
に
よ
れ
ば
、
代
國
瓦
解
し
て
太
厭
が
賀

ｙ

　

蘭
部
に
ゐ
た
頃
、
外
朝
大
人
賀
悦
が
来
て
供
奉
し
た
と
い
ふ
が
、

　

外
朝
大
人
就
任
は
こ
の
後
の
登
國
元
年
以
後
と
考
へ
ら
れ
る
。

⑥⑧⑦

「
北
史
」
二
〇
和
肢
。

「
北
史
」
二
〇
叔
孫
建
。

同
上
安
岡
。
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